
 

【写真の撮り方】  

①ごみの排出前の置き場所などの状況 

・（部屋の中に置いていた場合）  

部屋とごみが写るように撮影してください。  

・（押入・クローゼットや倉庫の中に入れていた場合）  

押入等の扉を開けて、その中のごみが写るように撮影してください。  

・同じ場所に固めて置いてあったごみであれば、まとめて一枚の写真に撮っていただいても

問題ありません。  

・既に片付けを始めていてごみ一か所に固めている、もしくは車に積んでいる場合は、 

ⅰ固めて置いているごみそのものの写真 

ⅱそれぞれのごみを元々置いていた場所の写真 

をそれぞれ撮影してください。  

 

 例１：リビングで使用していた   例 2：子供部屋で使用していた   例 3：押入に入れていた   
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②ご自宅（自宅以外の場合は、ごみが出た場所）の外観（原則：6 点以上の予約の場合のみ※） 

※申請内容によっては、５点以下でも提出をお願いする場合があります。 

・（一軒家の場合）  

家の外観と、表札や住居番号表示板をそれぞれ撮影してください。表札と住居番号表示板

のどちらもなければ、家の外観のみ撮影してください。  

・（マンションの場合）  

建物(棟)全体の写真と、部屋番号がわかる玄関付近の写真を撮影してください。 

 


